
参議院議員選挙制度の変遷

参議院議員選挙法の制定（昭22）

・ 定 数 ： 250人（全国選出議員100人、地方選出議員150人）

・ 選挙区 ： 全国区…全都道府県の区域を通じて選出

地方区…都道府県の区域ごとに選挙区を設置

２人区：25 ４人区：15 ６人区：４ ８人区：２

公職選挙法の制定（昭25）

・ 選挙に関する規定の統合統一

従来各別の法律により規定されていた衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員

及び長の選挙等を単一の法律により規定し、その他選挙に関する規定を統合統一し、整備

沖縄県の本土復帰に向けた改正（昭45）

・ 沖縄県の本土復帰に向けた定数増

沖縄県選出の議員が２人増員され、地方区選出議員の定数152人、総定数252人に改正

・ 定 数 ： 252人（全国選出議員100人、地方選出議員152人）

地方区…２人区：26 ４人区：15 ６人区：４ ８人区：２

全国区制の廃止・拘束名簿式比例代表制の導入（昭57）

・ 全国区制を廃止し、拘束名簿式比例代表制を導入

拘束名簿式比例代表制…比例代表制（各政党の得票数に比例した数の議員を選出する方法）

のうち、政党の届け出た候補者名簿の名簿順位にしたがって当選人

を決定する方法

・ 定 数 ： 252人（比例代表選出議員100人、選挙区選出議員152人）

選挙区…２人区：26 ４人区：15 ６人区：４ ８人区：２

選挙区の定数是正（平６）

・ 選挙区の定数是正（８増８減）

（増員区）宮城県 ２人→４人 埼玉県 ４人→６人 神奈川県 ４人→６人

岐阜県 ２人→４人

（減員区）北海道 ８人→４人 兵庫県 ６人→４人 福岡県 ６人→４人

・ 定 数 ： 252人（比例代表選出議員100人、選挙区選出議員152人）

選挙区…２人区：24 ４人区：18 ６人区：４ ８人区：１



定数削減及び非拘束名簿式比例代表制の導入（平12）

・ 定数削減

参議院議員定数を252人から242人とし、次のように削減

比例代表選出議員 100人→96人

選挙区選出議員 152人→146人

（減員区）岡山県 ４人→２人 熊本県 ４人→２人 鹿児島県 ４人→２人

・ 定 数 ： 242人（比例代表選出議員96人、選挙区選出議員146人）

選挙区…２人区：27 ４人区：15 ６人区：４ ８人区：１

・ 拘束名簿式比例代表制を改め、非拘束名簿式比例代表制を導入

非拘束名簿式比例代表制…各政党の得票数に比例して、政党ごとの当選者を定めた後、政党

の届け出た候補者名簿のどの候補者を当選させるかについて、候

補者名簿に順位を定めず、候補者個人の得票数が多い順に当選人

を決定する方法

選挙区の定数是正（平18）

・ 選挙区の定数是正（４増４減）

（増員区）東京都 ８人→10人 千葉県 ４人→６人

（減員区）栃木県 ４人→２人 群馬県 ４人→２人

・ 定 数 ： 242人（比例代表選出議員96人、選挙区選出議員146人）

選挙区…２人区：29 ４人区：12 ６人区：５ 10人区：１

（※定数別選挙区一覧を参照）

※定数別選挙区一覧（平成18年改正）

10人区 東京都

６人区 大阪府、神奈川県、愛知県、埼玉県、千葉県

４人区 北海道、兵庫県、福岡県、静岡県、茨城県、広島県、京都府、新潟県、宮城県、長野

県、岐阜県、福島県

２人区 群馬県、栃木県、岡山県、三重県、熊本県、鹿児島県、山口県、長崎県、愛媛県、青

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、森県 奈良県 岩手県 滋賀県 沖縄県 山形県 大分県 石川県 宮崎県 秋田県

富山県、和歌山県、香川県、山梨県、佐賀県、福井県、徳島県、高知県、島根県、鳥

取県

（注）各定数別選挙区の順序は平成17年国勢調査人口の多い順である。


